
令和６年度 香川県危険物取扱者保安講習実施要領 

１ 保安講習について 

消防法第 13条の 23の規定に基づき、危険物取扱者免状の交付を受けた者のうち、現に危険物の取扱いに従

事する者は、都道府県知事等が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受講しなければなりません。 

 

２ 講習の対象者 

(1)継続して危険物の取扱いに従事している場合 

講習を受講した日以後における最初の４月１日から３年以内に受講しなければなりません。（令和３年度

に受講した者が対象となります。） 

(2)危険物の取扱作業に従事していなかった者が、新たに危険物の取扱作業に従事することとなった場合 

従事することとなった日から１年以内に受講しなければなりません。 

ただし、従事することとなった日より前２年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合（又は講習

を受講している場合）、免状交付日（受講日）以後における最初の４月１日から３年以内に受講しなければな

りません。 

 

３ 講習の実施日程 

(1)一般編（給油取扱所編を含む） 

【会場講習】                             【オンライン講習】 

実施日 曜日 会場 

令和６年７月23日 火 小豆地区消防本部兼小豆島西消防署 

８月６日 火 香川県庁ホール（県庁東館２階） 

９月25日 水 香川県庁ホール（県庁東館２階） 

10月22日 火 志度社会福祉センター（ボランティア集会室） 

11月８日 金 善通寺市民会館（講堂） 

11月26日 火 観音寺市民会館（ハイスタッフホール） 

12月12日 木 香川県庁ホール（県庁東館２階） 

 

(2)コンビナート編 

【会場講習】                             【オンライン講習】 

実施日 曜日 会場 

令和６年９月３日 火 ライオンケミカル㈱オレオケミカル事業所 
PRホール ９月４日 水 

 

４ 講習時間等 

(1)会場講習 

受付 危険物関係法令の講習 危険物の火災予防の講習 

13:00 ～ 13:25 13:30 ～ 14:30 14:40 ～ 16:40 

 

(2)オンライン講習 

受講内容は会場講習と同様です。 

受講が決定した実施期間内であれば、パソコン等を用いていつでも受講可能です。 

事前に必要な手続きを終えている場合、実施期間の開始日中に受講可能となる予定です。 

 

５ 受講申請手続き 

(1)書類の入手 

必要書類は、香川県 HP（ページ ID：23595）からダウンロードするか、県危機管理課・県内各消防（局）

本部及び消防署・一般財団法人消防試験研究センター香川県支部・直島町役場で入手できます。 

裏面に続きます。→ 

実施期間 

８月１日（木） 
～８月 31日（土） 

10 月１日（火） 
～10月 31日（木） 

12 月２日（月） 
～12月 31日（火） 

実施期間 

９月２日（月） 
～９月 30日（月） 



 (2)提出書類（申請者１名分） 

①会場講習か②オンライン講習を選択してください。 

①会場講習 

・受講申請書 必要事項を記入のうえ、表面に危険物取扱者免状のコピーと 5,300円分の香川県収入証紙

を貼り付けてください。 

・受講票   必要事項を記入のうえ、申請書とあわせて提出してください。 

 

②オンライン講習 

・受講申請書 必要事項を記入のうえ、表面に危険物取扱者免状のコピーと 5,300円分の香川県収入証紙

を貼付してください。 

・テキスト送付用封筒（※申請書を郵送提出する場合のみ） 

角型３号（又は角型２号）の封筒に、テキスト送付先となる「郵便番号」「住所」「宛名」を記載し、

発送日が令和６年９月 24日までの方は 390円分の切手、発送日が令和６年９月 25日以降の方は 510 円

分の切手を貼り付けてください。封筒に代えて、レターパック等も使用できます。 

同時に複数名の申請書を郵送する場合、送付冊数に応じた返信用封筒（又はレターパック等）をご用

意いただければ対応します。（テキストのサイズ：約 350g、148mm × 210mm × 14mm程度） 

 

(3)受付期間 

①会場講習 

令和６年６月 17日（月）～各講習日の３週間前（郵送提出の場合、当日消印有効） 

 

②オンライン講習 

・一般編：令和６年６月 17日（月）～各講習開始日の３週間前（郵送提出の場合、当日消印有効） 

・コンビナート編：令和６年６月 17日（月）～８月 15日（木）（郵送提出の場合、当日消印有効） 

 

(4)提出先について 

下記まで持参するか、郵送（簡易書留郵便等）により提出してください。 

・提出先 ：香川県危機管理課 危険物担当 〒760-8570 高松市番町四丁目１番 10号（県庁本館６階） 

・連絡先 ：087-832-3243 (FAX:087-831-8811) 

・受付時間：８時 30分～17 時 00分（土曜・日曜・祝日・振替休日を除く） 

・備考  ：県庁地下駐車場料金は１時間無料  

 

(5)提出後の手続き 

①会場講習 

・受講票の送付：受付後２～３週間程度で受講票を送付します。受講日をご確認ください。 

・講習受講  ：講習当日は、受講票及び危険物取扱者免状を会場までご持参ください。 

 

②オンライン講習 

・IDの発行  ：受付期間終了後に香川県から ID 発行案内メールが届きますので、ID の発行及びコース

選択をしてください。 

・講習受講  ：実施期間開始後に香川県からコース申込承認結果メールが届きますので、実施期間内に

コースを受講してください。 

・証明書の発行：受講証明書を発行してください。（証明書は印刷して危険物取扱者免状とあわせて保管） 

 

６ 注意点 

・申請書の受付後、手数料の返還は行えません。また、原則として受講日の変更はできません。 

・講習会場の駐車場の台数には限りがあります。できるだけ公共交通機関のご利用をお願いいたします。 

・オンライン講習の受講者マニュアルは、７月下旬までに香川県 HP（ページ ID：23595）で公開します。 


